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【基本理念／視点】 　【基本目標】 【目指す姿】 【基本施策（施策の方向）】

３．施策の体系

子ども発達支援計画行動計画（第二期障害児福祉計画）について

１．子ども発達支援計画行動計画について ２．行動計画の特徴的な取組

　町田市では、2016年の児童福祉法の一部改正により「障害児福祉計
画」の策定が義務付けられたため、2017年度に「町田市子ども発達支援
計画（2018年度～2020年度）」を策定しました。
　その後、子育て施策の提供体制を計画的に確保していくために、子ど
も・子育て施策との一体化を進め、2019年度に策定した「新・町田市子ど
もマスタープラン（後期）」に、「町田市子ども発達支援計画」の基本的な
理念を取込みました。
　今回、「町田市子ども発達支援計画」の基本的な理念の実現に向けた
具体的な行動内容を示した「町田市子ども発達支援計画行動計画（2024
～2026）」を策定しました。

相談支援体制の充実・強化 医療的ケア児や重症心身障がい児への支援体制の整備

障害福祉サービス等が多様化するとともに、多くの事
業者が参入している中で、相談支援体制の質の向上を
目的に、市内事業者との連携強化に取り組み、相談支
援体制を整備します。

医療的ケア児や重症心身障がい児への支援について
は、医療的ケア児とその家族からの相談に対応する医
療的ケア児コーディネーターを中心とした総合的な支
援体制の構築に取り組みます。

子
ど
も
が
自
分
ら
し
く
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち
を
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で
創
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１一人ひ

とりの子

どもの権

利実現

２子ども

と保護者

がともに

成長する

３地域の

中で家庭

を孤立さ

せない

４市民

（子どもと

大人）と行

政の協働

を進める

Ⅰ 子ども

が健やか

に育ち、一

人ひとり自

分の中に

光るものを

持っている

Ⅱ 子ども

が安らい

でいる家

庭があり、

家庭が地

域とつな

がっている

Ⅲ 子ども

が地域の

中で大切

にされてい

る

１ 子どもがさまざまな場面に参加

し、意見を発信している

２ 子どもが個性や能力を最大限

に発揮している

１ 子ども・子育ての支援が切れ目

なく続いている

２子育てと仕事の両立ができてい

る

３ 支援を必要とする家庭にサー

ビスが行き届いている

１子どもが地域（人・場所・機会）と

つながっている

２ みんなが安全・安心に子育てを

している

Ⅰ－１－（１） 豊かな人間性や社会性を育む場の確保

Ⅰ－２－（１） 子どもの特徴に応じた療育の充実

Ⅰ－２－（２） 「生きる力」をバランスよく育む教育環境の整備

Ⅰ－２－（３） 子どもの成長に合わせた継続的な支援

Ⅱ－１－（１） 子どもや家庭状況に応じた相談支援体制の充実

Ⅱ－１－（２） 「自分らしい」子育てへの理解と支援

Ⅱ－２－（１） 不安や悩みに寄り添った教育・保育サービス等の充実

Ⅱ－３－（１） 重症心身障がい児や医療的ケア児のいる家庭の支援体制の充実

Ⅲ－１－（１） 地域とのつながりを広げるための支援

Ⅲ－２－（１） 障がい等に関する理解の促進と環境整備

※ 「新・町田市子どもマスタープラン（後期）」の体系図と同様
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※取組ごとの施策コード、内容、進捗状況、担当課等は取組実績詳細を参照

（取組項目数は再掲を除く）

子ども発達支援計画行動計画〈第二期障害児福祉計画〉取組実績　概要

取組項目数 47
目標達成取
組項目数 39 目標達成率 83%

目標 実績

26 親子療育事業 参加親子数（組） 200 304 ○

27
ペアレントトレーニング事
業

利用家族数（家族） 16 9

28 ペアレントメンターの養成
ペアレントメンター登録
数（人）

2 3 ○

29
保育園等での医療的ケ
ア児の受入れ

公立保育園数（か所） 5 5 ○

30
保育園等での障がい児
の受入れ

障がい児の受入れ 実施 実施 ○

31 学童保育クラブ事業
障がいのある児童の入
会

実施 実施 ○

32 出張相談事業 出張回数（回） 60 60 ○

33 療育セミナー事業 実施回数（回） 3 3 ○

34 療育実地研修
研修受講者の満足度
（％）

85 100 ○

35
特別支援教育コーディ
ネーターの資質向上

開催回数（回） 4 5 ○

36 療育機関懇談会 開催回数（回） 2 2 ○

37
子育て支援ネットワーク
会議

情報を共有した児童の数
（人）

790 943 ○

38
子どもとその家庭の総合
相談

新規相談件数（件） 4,300 6,071 ○

39
医療的ケア児支援コー
ディネーターの配置

配置数（人） 2 3 ○

40
医療的ケア児・重症心身
障がい児支援協議会の
開催

協議会の開催 開催 開催 ○

41
重度障害児者医療連携
支援事業

事業所数（か所） 1 1 ○

42
医療的ケア児支援コー
ディネーターによる総合的
な支援の実施

支援の実施 実施 実施 ○

43
障がい者スポーツ体験教
室

年間参加者数（人） 1,000 1,075 ○

44
交流及び共同学習の推
進

交流の実施 実施 実施 ○

45
特別支援教育の理解促
進に向けた研修の実施

研修実施回数（回） 1 1 ○

46 理解促進事業 開催回数（回） 2 2 ○

47
福祉のまちづくり
バリアフリー基本構想の
改定

バリアフリー基本構想の
順次改定

進捗管理
進捗確認及び1地
区の基本構想改定

○

目標達成
状況

No 取組 指標
2023年度

目標 実績

1 地域参加支援事業 実施回数（回） 8 8 ○

2 障がい児スポーツ教室 開催回数（回）
体育館　36

プール　36

体育館33

プール30

3 障がい児者水泳教室 開催回数（回） 1 1 ○

4 障がい者スポーツ大会 開催回数（回）
1

（目標値を修正しま
した）

1 ○

5
子ども発達センターの認
可通園事業

子ども発達センターの認
可通園部門の定員数
（人）

40 41 ○

6 保育所等訪問支援事業 利用回数（回） 130 200 ○

7 併行通園事業 利用児童数（人） 30 34 ○

8
居宅訪問型児童発達支
援

支援の実施 実施・検証 実施・検証 ○

9
子ども発達センターの民
間活力導入

導入 - 検討

10
（仮称）西部地域子ども発
達センターの検討

設置 検討 検討 ○

11 グループ指導事業 利用者児童数（人） 300 196

12
通常の学級及び特別支
援学級における支援

配置小学校数・中学校
数（校）

42・20（全校）
42・20
（全校）

○

13
サポートルーム（通級指
導学級巡回指導）の実施

サポートルームの全校
実施

実施 実施 ○

14
副籍制度による教育活動
を通じた地域との交流の
充実

副籍交流の実施 実施 実施 ○

15 特別支援学級の整備
特別支援学級新規設置
校数（校）

検討
学級開設準備（教
室整備工事、説明

会開催等）

○

16
特別支援教育巡回相談
員による支援

指導・助言の実施 実施 実施 ○

17

町田市立小学校・幼稚
園・保育園・子ども発達セ
ンター・特別支援学校連
絡協議会

開催回数（回） 2 2 ○

18 進路先への引継ぎ 引継の実施 実施 実施 ○

19 就学・進学相談
就学相談、進学相談の
実施

実施 実施 ○

20
療育記録ノートによる引
継ぎ

療育記録ノートの配布 配布 配布 ○

21 乳幼児健康診査 受診率（％） 96.0%以上 97.4% ○

22
子育てひろば巡回相談事
業

巡回数（回） 20 16

23
地域子育て相談センター
事業

相談件数（件） 18,000 14,895

24 障害児相談支援事業
障害児相談支援を利用
した計画作成数（件）・作
成率（％）

470件・40％
370件・
20.6％

25
障害児相談支援事業者
連絡協議会

開催回数（回） 2 1

目標達成
状況

No 取組 指標
2023年度
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　　　　　　　　　　　子ども発達支援計画行動計画〈第二期障害児福祉計画〉取組状況確認シート

No 施策コード 取組 内容 指標 担当課

2021
年度

2022
年度

2023
年度

2021
年度

2022
年度

2023
年度

2023年度の取組状況 前年度評価を踏まえた2024
年度の取組内容（方向性）

1
Ⅰ－１－
（１）

地域参加支
援事業

子育てひろば等へ子ども発
達センターの職員が同行
し、地域の子どもたちが過
ごす場への参加を支援しま
す。

実施回数
（回）

8 8 8 7 7 8
雨天時でも、日程を延期して実施
したことで目標値を達成すること
ができました。

引き続き、子ども発達センターの
職員が同行して、子育てひろば
等への参加を支援するとともに、
利用を通じて、保護者に各地域
の子育て相談センターなどを紹
介していきます。

子ども発
達支援課

2
Ⅰ－１－
（１）

障がい児ス
ポーツ教室

小学生以上の障がいのあ
る人を対象に、体を動かす
きっかけとして、体育館や
プールで各年間36回程度
開催します。

開催回数
（回）

体育館
36

プール
36

体育館
36

プール
36

体育館
36

プール
36

体育館
１

プール
１

体育館
29

プール
22

体育館
33

プール
30

4月から3月まで、サン町田旭体
育館および子ども発達センター
プールで教室を開催しました。
プールは、新型コロナウイルス感
染症対策のため、定員を設けて
の開催となりました。

サン町田旭体育館で35回、子ど
も発達センタープールで30回実
施予定です。

障がい福
祉課

3
Ⅰ－１－
（１）

障がい児者
水泳教室

小学生以上の障がいのあ
る人を対象に、夏休み期間
に、水泳教室を開催しま
す。

開催回数
（回）

1 1 1 - 1 1 8月に2日間開催しました。
7月末および8月に2日間開催予
定です。

障がい福
祉課

4
Ⅰ－１－
（１）

障がい者ス
ポーツ大会

障がいのある人がスポーツ
を通じて楽しむための大会
を開催します。

開催回数
（回）

1
（目標値
を修正
しまし
た）

1

1
（目標値
を修正
しまし
た）

- 1 1

2022年度は新型コロナウイルス
感染症対策のため、プログラムを
変更して開催しました。
2023年度は、2022年度よりも規
模を拡大し、11月3日（金・祝）に
開催しました。

11月2日（土）に開催予定です。
障がい福
祉課

5
Ⅰ－２－
（１）

子ども発達セ
ンターの認可
通園事業

子ども発達センターで、未
就学児を対象に日常生活
における基本的な動作や
集団生活への適応訓練等
を行う児童発達支援事業を
実施します。

子ども発達
センターの
認可通園部
門の定員数
（人）

40 40 40 42 43 41

児童発達支援週5日通園は、医
療的ケア児1名、肢体不自由児4
名を含む41名の利用があり、目
標を達成しました。
地域支援として高校生療育体験
ボランティア、保護者支援として
ペアレントトレーニングを実施しま
した。

発達に支援が必要な児をはじ
め、医療的ケア児、肢体不自由
児等、特別な配慮を必要とする
未就学児の支援を実施します。
保護者支援を引き続き行うととも
に、身近な人と繋がるインクルー
シブ社会の推進を図ります。

子ども発
達支援課

6
Ⅰ－２－
（１）

保育所等訪
問支援事業

子ども発達センターが中心
となって、専門的な知識を
持つ職員が、発達に支援
が必要な子どもが利用して
いる地域の保育園等に伺
い、集団生活への適応の
ための支援を行います。

利用回数
（回）

120 125 130 166 166 200

保育園や幼稚園、認定こども園
を利用している児童とその保護
者に対して、地域で生活しやすく
支援していくことを継続して取り
組みました。

引き続き施設に属する発達に支
援が必要な児童やその保護者に
対する支援を保育所等訪問支援
で行っていきます。

子ども発
達支援課

目標 実績 コメント
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No 施策コード 取組 内容 指標 担当課

2021
年度

2022
年度

2023
年度

2021
年度

2022
年度

2023
年度

2023年度の取組状況 前年度評価を踏まえた2024
年度の取組内容（方向性）

目標 実績 コメント

7
Ⅰ－２－
（１）

併行通園事
業

地域の保育園・幼稚園等
に通園している児童を対象
に、週1日子ども発達セン
ターで専門的な支援を行い
ます。

利用児童数
（人）

30 30 30 35 36 34

児童発達支援週1日通園は肢体
不自由児1名を含む34名の未就
学児が利用しました。年度途中で
1名の児童が入園し目標を上回る
ことが出来ました。

保護者からのニーズを受け止
め、適切なアセスメントの上、療
育・保護者支援を行います。ま
た、小集団での療育が所属園で
の支援につながるよう、積極的に
所属園との連携を図ります。

子ども発
達支援課

8
Ⅰ－２－
（１）

居宅訪問型
児童発達支
援

重い障がい等があるため
に外出することが著しく困
難な子どもの家庭に伺い、
発達支援を行います。

支援の実施 実施 実施
実施・検
証

実施 実施
実施・検
証

指定を受けた市内事業所が居宅
訪問型児童発達支援を実施しま
した。
サービス利用状況等について事
業者に確認を行いました。

在宅の障がい児が発達支援の利
用機会を得られるよう、引き続き
利用状況やニーズの把握に努め
ます。

子ども発
達支援課

9
Ⅰ－２－
（１）

子ども発達セ
ンターの民間
活力導入

子ども発達センターの認可
通園部門に民間活力を導
入します。

導入
導入準
備

導入 - 検討 検討 検討

子ども発達センターは、（仮称）子
ども・子育てサポート等複合施設
への移転にあわせて民間活力を
導入することとしたため、民間事
業者にヒアリングを行い、視察を
行いました。

引き続き民間事業者へヒアリング
を行い、委託業務仕様内容の整
理及び仕様書案の作成を行いま
す。

子ども発
達支援課

10
Ⅰ－２－
（１）

（仮称）西部
地域子ども発
達センターの
検討

子ども発達センターと市域
を分担して、療育と相談を
受ける施設の設置につい
て検討します。

設置 検討 検討 検討 検討 検討 検討

（仮称）子ども・子育てサポート等
複合施設内に設置する子ども発
達センターを補完する児童発達
支援事業所として位置づけ、必要
な諸室等の検討を行いました。

引き続き、施設に必要な諸室等
を検討するとともに、関係部署と
の情報共有を図ります。

子ども発
達支援課

11
Ⅰ－２－
（１）

グループ指
導事業

幼稚園・保育園・認定こど
も園等に通っている年少か
ら年長児が少人数で活動
しながら、集団活動に参加
する姿勢を身に付けられる
よう支援を行います。

利用者児童
数（人）

300 300 300 226 195 196

8人前後の小グループ活動を中
心に、保護者の相談や所属先の
園との連携、就学に係る相談等
を行いました。
通所受給者証を取得し、民間の
事業を利用する等の選択肢が広
がってきており、利用人数は減少
し目標を下回りました。

引き続き、グループ指導を実施し
ていきます。

子ども発
達支援課

12
Ⅰ－２－
（２）

通常の学級
及び特別支
援学級にお
ける支援

通常の学級や特別支援学
級における特別な配慮が
必要な児童・生徒の支援を
行うため、特別支援教育支
援員を小・中学校全校に配
置するとともに安定的な人
材確保に努め、各学校の
状況に応じた適正な配置を
行います。

配置小学校
数・中学校
数（校）

42・20
（全校）

42・20
（全校）

42・20
（全校）

42・20
（全校）

42・20
（全校）

42・20
（全校）

昨年度に引き続き、小中学校全
校に特別支援教育支援員を配置
し、特別な配慮が必要な児童・生
徒の支援体制を構築しました。

特別支援教育支援員の支援力
の向上に向け、研修を実施しま
す。

教育セン
ター

5



No 施策コード 取組 内容 指標 担当課

2021
年度

2022
年度

2023
年度

2021
年度

2022
年度

2023
年度

2023年度の取組状況 前年度評価を踏まえた2024
年度の取組内容（方向性）

目標 実績 コメント

13
Ⅰ－２－
（２）

サポートルー
ム（通級指導
学級巡回指
導）の実施

小・中学校全校においてサ
ポートルーム（情緒障がい
等通級指導学級の巡回指
導）を実施します。

サポート
ルームの全
校実施

実施 実施 実施 実施 実施 実施
小・中学校全校でサポートルーム
（情緒障がい等通級指導学級の
巡回指導）を実施しました。

サポートルームの教室整備等の
環境整備を継続して行います。

教育セン
ター

14
Ⅰ－２－
（２）

副籍制度に
よる教育活動
を通じた地域
との交流の充
実

各学校が、副籍を置く児
童・生徒との交流の充実を
図り、全ての副籍校で副籍
交流に対応できる体制を整
えます。

副籍交流の
実施

実施 実施 実施 実施 実施 実施

東京都立町田の丘学園等の都
立特別支援学校に在籍している
児童・生徒が希望する方法による
交流活動に継続して取り組むこと
ができました。また、副籍制度に
関わる特別支援教育コーディ
ネーターに対しても計画的に連絡
会を実施し、実施方法や実践に
ついての周知を図りました。

引き続き、副籍交流においては
特別支援教育コーディネーター連
絡会等を通じて、推進していきま
す。交流活動においては、東京
都立町田の丘学園等の特別支
援学校の動向を踏まえながら対
応を検討していきます。

教育セン
ター

15
Ⅰ－２－
（２）

特別支援学
級の整備

地域の状況や対象となる
児童・生徒数の状況を踏ま
えて、特別支援学級を整備
します。

特別支援学
級新規設置
校数（校）

1 1 検討

小学校
情緒障
がい特
別支援
学級1校
開設

中学校
情緒障
がい特
別支援
学級1校
開設

学級開
設準備
（教室整
備工
事、説
明会開
催等）

2024年4月小山中学校知的障が
い学級開設に向け、以下を実施
しました。
・教室整備工事の実施、備品・消
耗品の購入。
・保護者向けリーフレットの配布
（2023年7月）。
・保護者向け説明会の開催（2023
年9月）。

2024年4月に小山中学校知的障
がい学級を開設しました。

教育セン
ター

16
Ⅰ－２－
（３）

特別支援教
育巡回相談
員による支援

特別支援教育巡回相談員
が、学校からの要請に応じ
専門家チーム専門員・特別
支援学級専任相談員と共
に学校を訪問し、通常の学
級や特別支援学級に在籍
する、特別な支援や配慮を
要する児童・生徒の指導方
法に関する指導・助言を行
います。

指導・助言
の実施

実施 実施 実施 実施 実施 実施

小・中学校からの要請により、専
門家チーム専門員や巡回相談
員、特別支援教育専任相談員等
が学校へ訪問し、通常の学級に
在籍るする特別な支援や配慮を
要する児童・生徒への支援方法
や授業改善のポイント等ニーズ
に応じた指導・助言を行いまし
た。

小学校からの要請により、専門
家チーム専門員、巡回相談員、
特別支援教育専任相談員等が
学校へ訪問し、通常の学級にお
ける特別な支援や配慮を要する
児童・生徒への支援方法や授業
改善のポイントについて指導・助
言を引き続き行ってまいります。
より学校のニーズに応えていくこ
とができるように、本事業につい
て積極的に学校に周知するととも
に要望も集約しながら対応してま
いります。

教育セン
ター

6



No 施策コード 取組 内容 指標 担当課

2021
年度

2022
年度

2023
年度

2021
年度

2022
年度

2023
年度

2023年度の取組状況 前年度評価を踏まえた2024
年度の取組内容（方向性）

目標 実績 コメント

17
Ⅰ－２－
（３）

町田市立小
学校・幼稚
園・保育園・
子ども発達セ
ンター・特別
支援学校連
絡協議会

保育園・幼稚園等、子ども
発達センター、公立小学
校、学童保育クラブ、町田
の丘学園小学部の間で連
絡協議会を行い、円滑な就
学を目指します。

開催回数
（回）

2 2 2 2 2 2

年度末の保育園や幼稚園の小
学校における引き継ぎの会は、
一斉に同一会場に集合して実施
することができました。

今年度においても2023年度の取
組状況を踏まえ、引き継ぎにおい
ては対面で行えるよう準備を進め
ていきます。

教育セン
ター

18
Ⅰ－２－
（３）

進路先への
引継ぎ

特別な支援を必要とする生
徒が中学校を卒業する際
に、進路先への「学校生活
支援シート(個別の教育支
援計画)」の引継ぎを行い、
進路先への適切な支援が
継続されるようにします。

引継の実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施

学校生活支援シートの高等学校
への引継ぎ方法については、学
校を通じて保護者へ周知しまし
た。

進路先への適切な支援が継続さ
れるように、引き続き学校及び保
護者へ周知してまいります。

教育セン
ター

19
Ⅰ－２－
（３）

就学・進学相
談

小学校への就学、中学校
への進学の際に、特別な
支援を必要とする子どもの
ために、個々の特性に合
わせた教育支援を保護者
と共に考えます。

就学相談、
進学相談の
実施

実施 実施 実施 実施 実施 実施

進学相談の一部において、生徒・
保護者の負担を減らすために、
書類のみで検討を行う（相談会参
加を省略できる）場合がありまし
た。

様々な課題を抱える児童・生徒
が増加していることに伴い、相談
会回数が増加しているため、運
営方法等含め、効率的な相談会
の実施を検討していく必要があり
ます。

教育セン
ター

20
Ⅰ－２－
（３）

療育記録ノー
トによる引継
ぎ

入園・入学時に、これまで
の支援が途切れることなく
引継がれるように、子ども
の成長と療育内容等を記
録するノートを希望する保
護者に配布します。

療育記録
ノートの配
布

配布 配布 配布 配布 配布 配布

子ども発達センター利用者への
配布強化や、療育懇談会等での
配布を行ったことにより、366冊配
布することができました。

療育記録ノートの配布強化を引
き続き行います。また、療育記録
ノートの配布先を拡充します。

子ども発
達支援課

21
Ⅱ－１－
（１）

乳幼児健康
診査

乳幼児の健康増進、疾病
の早期発見と保護者への
育児支援のため、対象者
には個別通知を行い、身体
発育、精神発達の重要な
時期に、健康診査を実施し
ます。

受診率（％）
96.0%以
上

96.0%以
上

96.0%以
上

97.7% 98.3% 97.4%

個別通知を行い、健康診査を実
施することで、乳幼児の健康増
進、疾病の早期発見と保護者へ
の育児支援を行うことができまし
た。なお、未受診者に対しては、
電話連絡や訪問等により、養育
環境等を把握しています。

乳幼児健康診査の機会を確保
し、実施することで、引き続き、乳
幼児の健康増進、疾病の早期発
見と保護者への育児支援を行い
ます。また、未受診者に対して
も、電話連絡や訪問等により、状
況の把握を行います。

保健予防
課
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No 施策コード 取組 内容 指標 担当課

2021
年度

2022
年度

2023
年度

2021
年度

2022
年度

2023
年度

2023年度の取組状況 前年度評価を踏まえた2024
年度の取組内容（方向性）

目標 実績 コメント

22
Ⅱ－１－
（１）

子育てひろば
巡回相談事
業

地域で子育てをしている保
護者が身近な場所で子ど
もの発達に関する相談が
でき、子どもの特徴に合っ
た子育ての知識を持つこと
で自信をもって子育てでき
るように、子ども発達セン
ターの職員が「子育てひろ
ば」を巡回します。

巡回数（回） 20 20 20 18 20 16

事業実施依頼のあった16回の子
育てひろば巡回相談は予定通り
行うことができました。利用してい
る親子から計99件の相談があ
り、日ごろの困り事などに対して、
対応できました。

引き続き、保護者への相談に加
えて地域子育て相談センター職
員への支援も行っていきます。

子ども発
達支援課

23
Ⅱ－１－
（１）

地域子育て
相談センター
事業

マイ保育園事業(子育てひ
ろば事業)等を通じて、発達
に支援が必要な子どもの
子育てについて、専門機関
である子ども発達センター
と連携した子育て支援体制
の充実を図ります。

相談件数
（件）

17,000 17,500 18,000 13,405 15,547 14,895

マイ保育園事業を73園で実施し、
必要に応じて子ども発達センター
等の関係機関と連携して支援を
行いました。相談件数は、児童数
の減少や保育所等入所数が増
加している影響もあり、目標値に
は至りませんでした。

子育てについての相談の場や相
互交流の場は重要であることか
ら、実施施設と連携し、事業を継
続していきます。

子育て推
進課

24
Ⅱ－１－
（１）

障害児相談
支援事業

障害児通所サービス及び
障害福祉サービスを必要と
している子どもと保護者
が、相談支援専門員のケ
アマネジメントにより、適切
にサービスの利用ができる
ように支援します。

障害児相談
支援を利用
した計画作
成数（件）・
作成率（％）

420件・
35％

440件・
37％

470件・
40％

360件・
26.0％

368件・
21.8％

370件・
20.6％

受給者証を取得する児童が増加
傾向にある中、障害児相談支援
による計画作成数は横ばいのた
め、作成率は昨年度末から1.2ポ
イント下がりました。

障害児通所支援事業所の開設
相談を行う法人や既存の事業所
に相談支援事業所の指定申請を
促します。

子ども発
達支援課

25
Ⅱ－１－
（１）

障害児相談
支援事業者
連絡協議会

市内の障害児相談支援事
業者の連絡会を開催し、相
談支援サービスについて
相談事業者への専門的な
助言・人材育成等について
連携を強化します。

開催回数
（回）

2 2 2 1 1 1
業務上の課題等に関する情報交
換や勉強会の実施について意見
交換を行いました。

引き続き、事業所間の情報交換
の場を確保するとともに、相談支
援サービスについて連携を強化
します。

子ども発
達支援課

26
Ⅱ－１－
（２）

親子療育事
業

発達に支援が必要な子ど
もの特徴に適した家庭での
接し方などを理解するた
め、親子で共に参加する療
育プログラムを行います。

参加親子数
（組）

200 200 200 171 262 304

乳幼児で利用を希望する人数に
差があったため、開催時期を調
整したことで、多くの希望者が利
用でき、目標を大幅に上回って達
成することができました。

引き続き、ニーズに合わせて開
催時期の調整を行いながら、実
施していきます。

子ども発
達支援課
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No 施策コード 取組 内容 指標 担当課

2021
年度

2022
年度

2023
年度

2021
年度

2022
年度

2023
年度

2023年度の取組状況 前年度評価を踏まえた2024
年度の取組内容（方向性）

目標 実績 コメント

27
Ⅱ－１－
（２）

ペアレントト
レーニング事
業

子ども発達センターを利用
している4・5歳児の保護者
を対象に、グループディス
カッションやロールプレイな
どを通して子どもの発達の
特徴や接し方の理解を深
める機会を提供し、子ども
とのより良い関わり方を学
びながら楽しく子育てがで
きるように支援します。

利用家族数
（家族）

16 16 16 16 15 9

希望する方が年間を通してバラ
ンスよく利用できるように開催時
期を調整しましたが、年度当初実
施の回では周知期間が短く申込
みが想定よりも少なかったため、
目標を下回りました。

周知期間を含めて開催時期を検
討します。また、対象の年齢を3
歳児まで広げることで、より多くの
人が利用できるようにします。

子ども発
達支援課

28
Ⅱ－１－
（２）

ペアレントメ
ンターの養成

同じ立場の親が、相談に
のったり情報提供を行うな
どの活動の中で、悩みや
不安を抱える親たちの助け
となったり、適切な機関へ
つなぐペアレントメンターと
なる人材を養成します。

ペアレントメ
ンター登録
数（人）

2 2 2 2 3 3

2022年度に引き続き3名のペアレ
ントメンターを確保しています。ま
た、ペアレントメンターに子育ての
悩みを相談するペアレントメン
ター・カフェを開催しました。終了
後は参加者同士のつながりが見
られ、今後も開催してほしいとの
要望を受けました。

引き続き3名のペアレントメンター
を確保するとともに、ペアレントメ
ンター・カフェを開催し、保護者へ
の支援を継続します。

子ども発
達支援課

29
Ⅱ－２－
（１）

保育園等で
の医療的ケ
ア児の受入
れ

医療的ケア児の保育園等
での受入れについて「医療
的ケア児の保育所等受入
れガイドライン」に基づき受
け入れを行います。

公立保育園
数（か所）

5 5 5 5 5 5

公立保育園全5園に加え、民間
保育園3園で、医療的ケア児の受
入体制を整えています。なお、実
際の受入は、公立園1園となりま
した。

引き続き公立保育園全5園及び
複数の民間保育園で、医療的ケ
ア児の受け入れ体制を整えま
す。なお、2024年度の受入は公
立園1園となっています。

保育・幼
稚園課

30
Ⅱ－２－
（１）

保育園等で
の障がい児
の受入れ

障がいのある児童の受入
れについて、安全に受け入
れができるよう、医療、保
育関係機関と相談して行い
ます。

障がい児の
受入れ

実施 実施 実施 実施 実施 実施

保育園等の入園申し込み時だけ
でなく、入園後も引き続き医療・
保育関係機関と連携し、障がい
のある児童の相談・受け入れを
随時行っています。

引き続き実施します。
保育・幼
稚園課

31
Ⅱ－２－
（１）

学童保育クラ
ブ事業

障がいのある児童と低学
年児童は、一定の期間に
申請があれば原則全員入
会とし、また、年度途中の
入会申請についても、高学
年児童より優先する取り扱
いとすることで、子育てと仕
事の両立を支援します。

障がいのあ
る児童の入
会

実施 実施 実施 実施 実施 実施

10月から11月にかけての一斉入
会受付期間に申請を受けた障が
いのある児童と低学年児童は、
全員入会することができました。
また、年度途中の入会申請につ
いても、優先する取り扱いとした
ことで、子育てと仕事の両立を支
援しました。

引き続き、一斉入会受付期間に
申請を受けた障がいのある児童
と低学年児童は、原則入会でき
るよう取り組むことで、子育てと仕
事の両立を支援します。

児童青少
年課

9



No 施策コード 取組 内容 指標 担当課

2021
年度

2022
年度

2023
年度
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年度

2022
年度

2023
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目標 実績 コメント

32
Ⅱ－２－
（１）

出張相談事
業

発達に支援の必要な子ど
もが、地域の集団の場で適
切な配慮のもとに過ごすこ
とができるように、各園から
の依頼を受けて子ども発達
センターの職員が訪問し、
集団場面での対応につい
て助言します。

出張回数
（回）

60 60 60 46 63 60

目標回数を達成しました。申し込
みが集中する時期が数回みられ
ます。訪問日程を申込みの多い
時期に増回させて対応したことに
より、待たせることなく対応するこ
とができました。

引き続き、訪問日程を調整しなが
ら対応していきます。

子ども発
達支援課

再
掲

Ⅱ－２－
（１）

保育所等訪
問支援事業

子ども発達センターが中心
となって、専門的な知識を
持つ職員が、発達に支援
が必要な子どもが利用して
いる地域の保育園等に伺
い、集団生活への適応の
ための支援を行います。

利用回数
（回）

120 125 130 166 166 200

保育園や幼稚園、認定こども園
を利用している児童とその保護
者に対して、地域で生活しやすく
支援していくことを継続して取り
組みました。

引き続き施設に属する発達に支
援が必要な児童やその保護者に
対する支援を保育所等訪問支援
で行っていきます。

子ども発
達支援課

33
Ⅱ－２－
（１）

療育セミナー
事業

保育園・幼稚園等、学童保
育クラブなどの職員に、障
がいに対しての理解や援
助の方法を学ぶための講
演会を開催します。

実施回数
（回）

3 3 3 3 3 3

「障がい児の保護者への支援」
（53名参加）、「愛着・トラウマと発
達の関連」（40名参加）、「発達障
がい・知的障がいのライフサイク
ルについて」（39名参加）をテーマ
にオンラインで開催しました。

引き続き、オンラインでの研修を
実施し、より多くの関係機関の方
に参加していただけるようにテー
マ設定や周知等に取り組みま
す。

子ども発
達支援課

34
Ⅱ－２－
（１）

療育実地研
修

子どもが通う施設の職員の
知識を高めるため、保育
園・幼稚園等の職員を対象
に、子ども発達センターで
行う療育を体験する研修を
行います。

研修受講者
の満足度
（％）

75 80 85 100 100 100

7月から11月の期間に計15回実
施しました。
計46名の参加者があり、参加者
の研修後のアンケートでは「満足
した」との回答が100％でした。

引き続き、年間15回の研修を開
催していきます。

子ども発
達支援課

35
Ⅱ－２－
（１）

特別支援教
育コーディ
ネーターの資
質向上

特別支援教育コーディネー
ターを対象とした、資質向
上のための特別支援教育
コーディネーター研修会を
実施します。

開催回数
（回）

4 4 4 5 6 5

特別支援教育コーディネーターを
対象とした連絡会の内容を精選
し、資質向上につながる連絡会を
実施することができました。

特別支援教育コーディネーターを
対象とした連絡会は、今年度も計
画的に実施していきます。また、
自校における特別支援教育の推
進を図るために、特別支援教育
ハンドブックの活用を踏まえた内
容を取り上げていきます。

教育セン
ター

10



No 施策コード 取組 内容 指標 担当課

2021
年度

2022
年度

2023
年度

2021
年度

2022
年度

2023
年度

2023年度の取組状況 前年度評価を踏まえた2024
年度の取組内容（方向性）

目標 実績 コメント

36
Ⅱ－２－
（１）

療育機関懇
談会

情報共有やサービスの質
の向上のため、児童発達
支援事業者や放課後等デ
イサービス事業者と子ども
発達センターの懇談会を開
催します。

開催回数
（回）

2 2 2 1 2 2

懇談会を2回開催し、業務上の課
題等について事業所間の情報交
換の場を確保するとともに、療育
支援の質の向上を図るための取
り組みについて意見交換を行い
ました。

引き続き、事業所間の情報交換
の場を確保するとともに、療育支
援の質の向上を図るための取り
組みについて意見交換を基に検
討します。

子ども発
達支援課

37
Ⅱ－２－
（１）

子育て支援
ネットワーク
会議

虐待を受けている子どもを
はじめとする支援対象児童
等の早期発見や適切な支
援を図るため、関係機関等
の円滑な連携協力を確保
します。

情報を共有
した児童の
数（人）

770 780 790 919 1,106 943

児童やその家庭に対する適切な
支援に活用するため、「子育て支
援ネットワーク連絡会」を42回開
催し、943人の児童の情報を共有
しました。

各地域での子育て支援ネット
ワーク会議を通じた関係機関等
との連携が図れています。
引き続き連携協力し、支援のた
めの情報共有を行います。

子ども家
庭支援
センター

38
Ⅱ－２－
（１）

子どもとその
家庭の総合
相談

0歳から18歳未満の子ども
と家庭の相談を受けます。
必要に応じて各種情報提
供、専門機関やサービスの
紹介・調整をし、問題解決
に向けたサポートを行いま
す。

新規相談件
数（件）

3,900 4,100 4,300 6015 5,238 6,071

6,071件の子どもに関する相談を
受けました。相談内容に応じて、
助言や必要な情報の提供、
ショートステイ・トワイライトステイ
をはじめとする子育て支援サービ
スの紹介を行い、サポートに努め
ました。

相談者の話を傾聴し、適した助言
及び必要な情報の提供、サービ
スの紹介・調整をし、問題の解決
に向けたサポートを行いました。
2024年度以降も、相談者のニー
ズに合わせた子育て支援サービ
スを提供し、問題解決のサポート
に努めます。

子ども家
庭支援
センター

39
Ⅱ－３－
（１）

医療的ケア
児支援コー
ディネーター
の配置

保健、医療、障がい福祉、
保育、教育等の多分野の
支援が必要な医療的ケア
児に適切な支援体制を調
整するコーディネーターを、
子ども発達支援課に配置し
ます。

配置数（人） 2 2 2 2 3 4

子ども発達支援課に医療的ケア
児コーディネーターを4名配置し、
関係機関と連携し、医療的ケア
児の家族からの相談に対応しま
した。

引き続き、医療的ケア児コーディ
ネータを配置し、総合的な支援の
充実を図ります。
また、コーディネーターの認知度
を高めるため、他機関への周知
を強化します。

子ども発
達支援課

40
Ⅱ－３－
（１）

医療的ケア
児・重症心身
障がい児支
援協議会の
開催

学識経験者及び医療、教
育、子育て等の各分野の
関係機関が参加し、市が定
期的に実施するニーズ調
査の結果等を基に、支援
サービスのあり方やサービ
ス提供の仕組みづくりにつ
いて意見交換及び情報共
有等を行います。

協議会の開
催

開催 開催 開催
開催（4
回）

開催 開催

協議会を4回開催し、医療的ケア
児の保育所等受入れガイドライン
見直しについて意見交換を行い
ました。

引き続き、医療的ケア児支援に
地域の関係機関が連携して取り
組むため、協議会を開催します。

子ども発
達支援課
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No 施策コード 取組 内容 指標 担当課

2021
年度

2022
年度

2023
年度

2021
年度

2022
年度

2023
年度

2023年度の取組状況 前年度評価を踏まえた2024
年度の取組内容（方向性）

目標 実績 コメント

再
掲

Ⅱ－３－
（１）

居宅訪問型
児童発達支
援

重い障がい等があるため
に外出することが著しく困
難な子どもの家庭に伺っ
て、発達支援を行います。

支援の実施 実施 実施
実施・検
証

実施 実施
実施・検
証

指定を受けた市内事業所が居宅
訪問型児童発達支援を実施しま
した。
サービス利用状況等について事
業者に確認を行いました。

在宅の障がい児が発達支援の利
用機会を得られるよう、引き続き
利用状況やニーズの把握に努め
ます。

子ども発
達支援課

41
Ⅱ－３－
（１）

重度障害児
者医療連携
支援事業

地域で生活する重度障が
い児とその家族を、医療機
関と連携して支援している
事業者に対し補助します。

事業所数
（か所）

1 1 1 1 1 1
事業者に補助を行い、一時預か
りのサービスを市民に提供しまし
た。

都内26市中12市（2023年度時
点）が行っている「重症心身障が
い児(者)等在宅レスパイト事業」
を実施します。複数の訪問看護
ステーションに委託し、利用しや
すい事業を目指します。

障がい福
祉課

再
掲

Ⅱ－３－
（１）

保育園等で
の医療的ケ
ア児の受入
れ

医療的ケア児の保育園等
での受入れについて「医療
的ケア児の保育所等受入
れガイドライン」に基づき受
け入れを行います。

公立保育園
数（か所）

5 5 5 5 5 5

公立保育園全5園に加え、民間
保育園3園で、医療的ケア児の受
入体制を整えています。なお、実
際の受入は、公立園1園となりま
した。

引き続き公立保育園全5園及び
複数の民間保育園で、医療的ケ
ア児の受け入れ体制を整えま
す。なお、2024年度の受入は公
立園1園となっています。

保育・幼
稚園課

42
Ⅱ－３－
（１）

医療的ケア
児支援コー
ディネーター
による総合的
な支援の実
施

子ども発達支援課に配置し
た医療的ケア児支援コー
ディネーターを中心に、医
療的ケア児とその家族から
の相談に対応し、医療的ケ
ア児が必要とする保健、医
療、福祉、保育、教育等の
多分野にまたがる支援の
利用を調整します。

支援の実施 構築 実施 実施

医療的
ケア児
コーディ
ネー
ター配
置し、活
動内容
決定

実施 実施

医療的なケアが必要なお子さん
の相談窓口として、就園、就学、
進級に関することや、園・学校生
活に関することなど、成長に合わ
せた相談対応を行いました。ま
た、医療機関や関係機関とのつ
なぎ役として、安心、安全に集団
生活を送れるように関係者会議
等を行いサポートしました。

引き続き、児童のアセスメント及
び関係機関との連絡会等の各種
業務を実施していきます。

子ども発
達支援課

再
掲

Ⅲ－１－
（１）

ペアレントト
レーニング事
業

子ども発達センターを利用
している4・5歳児の保護者
を対象に、グループディス
カッションやロールプレイな
どを通して子どもの発達の
特徴や接し方の理解を深
める機会を提供し、子ども
とのより良い関わり方を学
びながら楽しく子育てがで
きるように支援します。

利用家族数
（家族）

16 16 16 16 15 9

希望する方が年間を通してバラ
ンスよく利用できるように開催時
期を調整しましたが、年度当初実
施の回では周知期間が短く申込
みが想定よりも少なかったため、
目標を下回りました。

周知期間を含めて開催時期を検
討します。また、対象の年齢を3
歳児まで広げることで、より多くの
人が利用できるようにします。

子ども発
達支援課

12



No 施策コード 取組 内容 指標 担当課

2021
年度

2022
年度

2023
年度

2021
年度

2022
年度

2023
年度

2023年度の取組状況 前年度評価を踏まえた2024
年度の取組内容（方向性）

目標 実績 コメント

再
掲

Ⅲ－１－
（１）

地域参加支
援事業

子育てひろば等へ子ども発
達センターの職員が同行
し、地域の子どもたちが過
ごす場への参加を支援しま
す。

実施回数
（回）

8 8 8 7 7 8
雨天時でも、日程を延期して実施
したことで目標値を達成すること
ができました。

引き続き、子ども発達センターの
職員が同行して、子育てひろば
等への参加を支援するとともに、
利用を通じて、保護者に各地域
の子育て相談センターなどを紹
介していきます。

子ども発
達支援課

43
Ⅲ－１－
（１）

障がい者ス
ポーツ体験
教室

市内の小学校で障がい者
スポーツの体験教室キャラ
バンを行います。

年間参加者
数（人）

1,000 1,000 1,000 516 1,193 1,075

小学校15校、計1,075名（特別支
援学級を含む）に対してパラバド
ミントン体験教室を実施し、目標
を超える児童に体験して頂きまし
た。2時間実施したクラスでは、障
がいがある方でも車の運転が可
能なことや車いすで乗り越えられ
る段差の実演を見ることで、障が
い理解に繋がりました。

5月末から希望する小学校と調整
し、約1,000名に対し、パラバドミ
ントン体験教室を実施する予定で
す。また、その他ボッチャ教室等
引き続きパラスポーツの普及啓
発、障がい理解の促進につなが
るように体験内容を工夫していき
ます。

スポーツ
振興課

44
Ⅲ－１－
（１）

交流及び共
同学習の推
進

通常の学級と特別支援学
級との交流を図ります。特
別支援学級未設置校につ
いても都立特別支援学校と
連携し交流を図ります。

交流の実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施

特別支援学級在籍児童・生徒の
交流及び交流学習について、計
画的に実施することができまし
た。都立町田の丘学園との交流
教育については、2022年度に引
き続き、大蔵小、七国山小、木曽
中学校で実施しました。

2024年度においては町田の丘学
園の移転のため、直接的な交流
学習の実施ができない状況で
す。来年度の2025年度において
は、引き続き円滑な実施ができる
よう準備を進めていきたいと考え
ています。

教育セン
ター

45
Ⅲ－１－
（１）

特別支援教
育の理解促
進に向けた
研修の実施

特別支援教育に関する研
修を全ての初任教員に実
施し、広く特別支援教育へ
の理解啓発を図ります。

研修実施回
数（回）

1 1 1 1 1 1

初任者研修において、町田市教
育センター特別支援教育・人材
育成アドバイザーにより理解促進
に向けた研修を実施しました。

特別な教育的支援を必要として
いる児童・生徒のニーズに応えて
いくことができるように、特別支援
教育に対する理解啓発に向け
て、今後も初任者研修において
実施してまいります。また、「第3
期町田市特別支援教育推進計
画」の周知も研修等を通じて図る
ようにしていきます。

教育セン
ター

13



No 施策コード 取組 内容 指標 担当課

2021
年度

2022
年度

2023
年度

2021
年度

2022
年度

2023
年度

2023年度の取組状況 前年度評価を踏まえた2024
年度の取組内容（方向性）

目標 実績 コメント

再
掲

Ⅲ－１－
（１）

特別支援教
育巡回相談
員による支援

特別支援教育巡回相談員
が、学校からの要請に応じ
専門家チーム専門員・特別
支援学級専任相談員と共
に学校を訪問し、通常の学
級や特別支援学級に在籍
する、特別な支援や配慮を
要する児童・生徒の指導方
法に関する指導・助言を行
います。

指導・助言
の実施

実施 実施 実施 実施 実施 実施

小・中学校からの要請により、専
門家チーム専門員や巡回相談
員、特別支援教育専任相談員等
が学校へ訪問し、通常の学級に
在籍るする特別な支援や配慮を
要する児童・生徒への支援方法
や授業改善のポイント等ニーズ
に応じた指導・助言を行いまし
た。

小学校からの要請により、専門
家チーム専門員、巡回相談員、
特別支援教育専任相談員等が
学校へ訪問し、通常の学級にお
ける特別な支援や配慮を要する
児童・生徒への支援方法や授業
改善のポイントについて指導・助
言を引き続き行ってまいります。
より学校のニーズに応えていくこ
とができるように、本事業につい
て積極的に学校に周知するととも
に要望も集約しながら対応してま
いります。

教育セン
ター

再
掲

Ⅲ－１－
（１）

副籍制度に
よる教育活動
を通じた地域
との交流の充
実

各学校が、副籍を置く児
童・生徒との交流の充実を
図り、全ての副籍校で副籍
交流に対応できる体制を整
えます。

副籍交流の
実施

実施 実施 実施 実施 実施 実施

東京都立町田の丘学園等の都
立特別支援学校に在籍している
児童・生徒が希望する方法による
交流活動に継続して取り組むこと
ができました。また、副籍制度に
関わる特別支援教育コーディ
ネーターに対しても計画的に連絡
会を実施し、実施方法や実践に
ついての周知を図りました。

引き続き、副籍交流においては
特別支援教育コーディネーター連
絡会等を通じて、推進していきま
す。交流活動においては、東京
都立町田の丘学園等の特別支
援学校の動向を踏まえながら対
応を検討していきます。

教育セン
ター

46
Ⅲ－２－
（１）

理解促進事
業

地域の方々に向けて、発
達に支援が必要な子ども
について、理解を深める
きっかけとなるよう、公開講
座を開催します。

開催回数
（回）

2 2 2 2 2 2

「食べる機能について」（11名参
加）「発達障がいのある子への対
応」（34名参加）のテーマで2回開
催しました。
参加者の利便性を高めるため、
オンラインと対面の併用で実施し
ました。

昨年度に引き続き2回開催しま
す。
開催方法については、今年度も
対面及びオンラインで開催しま
す。

子ども発
達支援課

47
Ⅲ－２－
（１）

福祉のまちづ
くり
バリアフリー
基本構想の
改定

だれもが安心して移動でき
る環境の整備促進を図る
ため、市内10地区のバリア
フリー基本構想の進行管
理を行っています。各地区
において設定された特定事
業の進捗管理を行うととも
に、必要に応じて地区の現
況に合わせた基本構想の
見直しを行っていきます。

バリアフリー
基本構想の
順次改定

進捗管
理

進捗管
理

進捗管
理

進捗確
認

進捗確
認

進捗確
認及び1
地区の
基本構
想改定

市内10地区のバリアフリー基本
構想に基づく特定事業の進捗確
認を行うとともに、実施主体の事
業者等による計画的な取組の実
施を促しました。
相原駅周辺地区バリアフリー基
本構想を改定し、まちの状況変
化を踏まえバリアフリー対策等の
見直しを行いました。

進捗確認を実施します。
成瀬駅周辺地区バリアフリー基
本構想の改定を行う予定です。

福祉総務
課
交通事業
推進課
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